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第６編 地域医療構想 

 

 

第１章 総論 
 

 

第１節 医療需要・必要病床数及び居宅等における医療の必要量 

 

１ 医療需要・必要病床数の推計方法 

医療需要や病床の必要量の推計に当たっては，厚生労働省から提供された基礎データをもとに，医療法施行規

則に定められた計算式により，構想区域ごと及び病床の機能区分ごとに，２０２５年の医療需要等を算出します。 

 

（１）高度急性期，急性期及び回復期 

① 医療需要の推計 

各医療機能（高度急性期・急性期・回復期）について，医療資源投入量によって区分し，将来の推計人口

を用いて医療需要を推計します。 

 

※１ 患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算した値（患者の１日当たりの診療報酬の出来高点数の合計から

入院基本料相当分とリハビリテーション料の一部を除いたもの） 

※２ 医療機能区分は２２５点以上で定義されるが，地域医療構想策定支援ツール（厚生労働省）における算定では在宅復帰に向け

た調整を要する幅を見込み１７５点で区分 

※３ 療養病床の入院患者数のうち，回復期リハビリテーション病棟患者数，医療区分１の７０％及び地域差の解消分を除いたもの

と，一般病床の入院患者数のうち，障害者・難病患者数が対象（図表６－１－１－２参照） 

 

２０２５年の医療需要＝ 

（２０１３年度の性・年齢別階級別の入院受療率 × ２０２５年の性・年齢階級別推計人口）の総和 

 

② 医療需要に対する病床の必要量（必要病床数）の推計 

推計した医療需要をもとに，推定供給数を病床稼働率（厚生労働省令：高度急性期７５％，急性期７８％，

回復期９０％）で除した数を病床の必要量（必要病床数）とします。 

 

 

医療機能 

の名称 

医療資源 

投入量（※１） 
基本的な考え方 

高度急性期 3,000 点以上 
急性期の患者に対し当該患者の状態の早期安定に向けて，診療密度の特に高い医療を提供する

もの 

急性期 600 点以上 
急性期の患者に対し当該患者の状態の早期安定に向けて，医療を提供するもの（上記に該当す

るものを除く） 

回復期 

225 点以上 

（※２） 

（175 点以上） 

急性期を経過した患者に対し，在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うも

の（急性期を経過した脳血管疾患，大腿頚部骨折その他の疾患の患者に対し，ADL の向上及

び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む） 

慢性期 
175 点未満 

（※３） 

長期にわたり療養が必要な患者（長期にわたり療養が必要な重度の障害者，筋ジストロフィ患

者，難病患者その他の疾患の患者を含む）を入院させるもの 

【図表６－１－１－１】病床の機能別分類の境界点の考え方 
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（２）慢性期及び在宅医療等 

① 医療需要の推計 

慢性期機能及び在宅医療等の医療需要を推計するために，次の５つを合計します。 

❶ 一般病床の障害者数・難病患者数について，慢性期機能の医療需要として推計 

❷ 療養病床の入院患者数のうち，医療区分１の患者数の７０％を在宅医療等で対応する患者数として推

計。その他の入院患者数については，入院受療率の地域差を解消していく将来の慢性期機能及び在宅

医療等の医療需要としてそれぞれ推計 

❸ 一般病床の入院患者数のうち，医療資源投入量が１７５点未満の患者数については，在宅医療等で対

応する患者数の医療需要として推計 

❹ 在宅患者訪問診療料を算定している患者数に，２０２５年における性・年齢階級別人口を乗じて得た

数を，在宅医療等医療需要として推計 

❺ 介護老人保健施設の施設サービス受給者数に，２０２５年における性・年齢階級別人口を乗じて得た

数を在宅医療等の医療需要として推計 

② 医療需要に対する病床の必要量（必要病床数）の推計 

推計した医療需要をもとに，推定供給数を病床稼働率（厚生労働省令：９２％）で除した数を病床の必要

量（必要病床数）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表６－１－１－２】慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ 

❶ 
障害者・ 

難病患者数 

     ❷ 

療養病床の 

      入院患者数     

 

❸ 

一般病床で

175点未満

の患者数 

❹ 

現時点で訪問

診療を受けて

いる患者数 

 

❺ 

現時点の

老健施設

入所者数 

 

回復期 

リハ病棟 

患者数 

地域差 

の解消 

医療区分 

1の70％ 

回復期 

機 能 
在宅医療等 慢性期機能 

※網掛け部分は，慢性期機能として推計値に含まれる 
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③ 慢性期医療機能の需要推計における目標設定（地域差の解消） 

慢性期医療機能の需要推計に当たっては，療養病床の入院受療率の地域差を縮小するよう目標設定を行い，

これに相当する分の患者数を推計することとされています。 

具体的には，地域医療構想策定ガイドラインにおいて，慢性期医療機能の医療需要推計に当たり，療養病

床の入院受療率の地域差を解消するための目標について，都道府県は原則として構想区域ごとに以下のパタ

ーンＡからＢまでの範囲内で定めることとされています。 

本県においては，療養病床の入院受療率（８９）が全国中央値（１４４）を下回っていること，地域医療

構想策定ガイドラインにおいて「限られた医療資源の中で住民が安心して地域医療を受けるためには，在宅

医療等の整備を先行した上で，慢性期機能の必要病床数に係る目標に向けた取組が不可欠である」とされて

いることなどから，より緩やかに在宅移行を目指すパターンＢを推計に用いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表６－１－１－３】療養病床の都道府県別入院受療率 

（出典）内閣府「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門委員会 第１次報告」 

【図表６－１－１－４】慢性期需要のうち入院受療率の地域差解消の考え方 

（出典）厚生労働省「地域医療構想策定ガイドライン」 
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２ 医療機能別の医療需要 

 

（１）２０２５年の医療需要の基本的な考え方 

県内の医療資源の状況や患者の受療動向などを踏まえ，高度急性期と急性期については現行の流出入割合

（医療機関所在地ベース）で，回復期と慢性期については二次医療圏内で完結（患者住所地ベース）させる

ケースで推計しました。 

 

（２）２０２５年の医療需要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ２０２５年の必要病床数及び居宅等における医療の必要量 
 

（１）２０２５年の必要病床数 

本県の療養病床入院患者の実態や，国の推計方法に基づき在宅医療等で対応すると推計された慢性期患者

をどれだけ介護施設や訪問診療で診ることができるのか等の条件により，機能別の病床の必要量が変わりま

す。このため，現状では入院医療と在宅医療とを明確に区分することが難しいことから，２０２５年に必要

となる病床数は，１８，７８１床以上と推計しました。 

 

（単位：人／日、（注）を参照）

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年
8607170766期性急度高
182192882872952期性急
514134624114382期復回
823933823703923期性慢

計 937 1,066 1,113 1,131 1,092

010,2550,2059,1887,1054,1等療医宅在
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 460 533 585 619 606

483,1983,1873,1943,1302,1期性急度高
742,4812,4801,4998,3781,3期性急
650,4399,3518,3905,3089,2期復回
927,2886,2745,2403,2738,1期性慢

計 9,207 11,061 11,848 12,288 12,416

549,12504,12037,91449,61121,11等療医宅在
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 5,586 8,706 10,228 11,136 11,415

221921431731041期性急度高
424444644244744期性急
085906806206415期復回
044074064644416期性慢

計 1,715 1,627 1,648 1,652 1,566

760,3461,3810,3188,2607,2等療医宅在
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 1,004 1,040 1,094 1,146 1,109

821631141441241期性急度高
594125235135405期性急
328868688388666期復回
525155155735513期性慢

計 1,627 2,095 2,110 2,076 1,971

783,4755,4464,4932,4335,3等療医宅在
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 1,643 1,976 2,092 2,142 2,063

207,1427,1427,1007,1155,1期性急度高
744,5474,5473,5051,5793,4期性急
478,5109,5537,5504,5344,4期復回
220,4840,4688,3495,3590,3期性慢

計 13,486 15,849 16,719 17,147 17,045

904,13181,13261,92258,52018,81等療医宅在
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 8,693 12,255 13,999 15,043 15,193

（注）「訪問診療」とは、１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数を示す。

石巻・登米
・気仙沼

宮城県合計

仙台

大崎・栗原

仙南

二次医療圏名 医療機能
医療需要

【図表６－１－１－５】医療需要の見通し（２０１３－２０４０） 
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（２）２０２５年の在宅医療等の必要量 

２０２５年における在宅医療等の必要量は，必要病床数と相互に補完する関係になるので，県全体で 

２５，８５２人／日以内，うち訪問診療分（１月当たりの在宅患者訪問診療料算定患者数）は１２，２５５

人以内と推計されます。 

 
    【図表６－１－１－６】２０２５年の必要病床数と在宅医療等の必要量（推計値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

仙南 93 357 456 334 1,240

仙台 1,798 4,999 3,899 2,505 13,201

大崎・栗原 182 567 669 484 1,902

石巻・登米
・気仙沼 192 681 981 584 2,438

宮城県合計 2,265 6,604 6,005 3,907 18,781

（※）必要病床数の数字は「以上」を表す。

訪問診療（人）
老健施設等

その他（人／日）
合計

仙南 533 1,255 1,788

仙台 8,706 8,238 16,944

大崎・栗原 1,040 1,841 2,881

石巻・登米
・気仙沼 1,976 2,263 4,239

宮城県合計 12,255 13,597 25,852

（※）在宅医療等の必要量の数字は「以内」を表す。

（注）「訪問診療」とは、１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数を示す。

　　　（例：１人の患者に対し、１カ月間で訪問診療を５回実施しても、１人として算定）

　　　また、「老健施設」とは、介護老人保健施設の施設サービス受給者数を示す。

二次医療圏名

必要病床数（床）

二次医療圏名

在宅医療等の必要量
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【図表６－１－１－７】病床機能報告結果と必要病床数（機能別）の見通し（２０１３－２０４０） 

 

 

 

 

※２０２５年には「在宅医療等」で対応すると推計される医療需要 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,588
3,796

3,364

3,907 4,224 4,400 4,371

1,886

4,937

6,005
6,373 6,555 6,527

11,153

5,637
6,604

6,891
7,017 6,983

2,639
2,068 2,265

2,298
2,299 2,270

無回答

297

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2016.7.1

病床機能報告

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

（床）

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

医療区分1の70％と

175点未満の計（※）

病床機能報告
2016.7.1 2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

072,2992,2892,2562,2860,2936,2期性急度高
389,6710,7198,6406,6736,5351,11期性急
725,6555,6373,6500,6739,4688,1期復回
173,4004,4422,4709,3463,3697,3期性慢

合計 19,474 16,006 18,781 19,786 20,271 20,151
（※）２０２５年以降の必要病床数の数字は「以上」を表す。

（注）「病床機能報告」欄の合計には，無回答の病床数（２９７床分）は含んでいない。

医療機能
必要病床数（床）
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第２章 区域別構想 
 
 

第１節 仙南区域（仙南医療圏） 

 

１ 人口構造の変化の見通し 

 

 

 

● 総人口は減少に向かいますが，７５歳以上の人口は２０３５年まで増加が続き，３万６千人になると予測

されます。 

 

２ ２０２５年の医療需要，必要病床数及び居宅等における医療の必要量 

 

（１）医療需要 

 

22 20 18 16 15 13 12 

113 
102 

93 
85 80 74 

67 

22 

25 
28 

25 
21 

18 
19 

27 
29 

30 
33 

36 
36 

34 

184 
176 

168 
160 

151 
142 

133 

0

20

40

60
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100

120

140

160

180

200

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

（千人）

75歳以上

65～74歳

15～64歳

0～14歳

329 307 328 339 328 

283 
411 426 431 415 

259 

278 
288 291 

281 66 

70 
71 70 

68 

0

500

1,000

1,500

2,000

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

（人／日）

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

460 
533 585 619 606 

990 

1,255 

1,365 
1,436 1,404 

0

500

1,000

1,500

2,000

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

（人／日）

（注）参照

訪問診療等を

除く在宅医療

等

訪問診療

【図表６－２－１－１】仙南区域の人口構造の見通し（2010-2040年） 

（出典）国勢調査報告、日本の地域別将来推計人口 

（注）グラフ上部の数字は計（四捨五入のため計が一致しない場合がある） 

【図表６－２－１－２】仙南区域における機能別医療需要の見通し（2013-2040） 

（注）「訪問診療」は，１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数 
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● ２０２５年の医療需要を２０１３年度と比較すると，高度急性期と急性期はやや増加し，回復期は１．５

倍程度に増加すると推計されます。慢性期については，７％の減少が見込まれます。 

● ２０２５年の在宅医療等に係る需要を２０１３年度と比較すると，訪問診療（在宅患者訪問診療料算定患

者数）は１６％増加すると推計されます。また，訪問診療を除いた需要は２７％の増加が見込まれます。 

 
（２）必要病床数 

 

※２０２５年には「在宅医療等」で対応すると推計される医療需要 

     

 
 

 

 

● 前述の医療需要に係る２０２５年の必要病床数は，４機能合わせて１，２４０床以上と推計されます。 

192
345

357

334 356 369 357

249

314

456 473 478 461

795 332
357

370 373 360

26

88
93

94 94
90

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2016.7.1

病床機能報告

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

（床）

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

医療区分1の70％と

175点未満の計（※）

（単位：人／日、（注3）を参照）

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 66 70 71 70 68

急性期 259 278 288 291 281

回復期 283 411 426 431 415

慢性期 329 307 328 339 328

計 937 1,066 1,113 1,131 1,092

在宅医療等 1,450 1,788 1,950 2,055 2,010
(再掲)うち訪問診療分 460 533 585 619 606

（※）2025年以降の在宅医療等の数字は「以内」を表す。

（注1）医療機能区分における「慢性期」には、①療養病床入院患者から、医療区分１の患者数の70％と回復期リハビリテーショ ン病棟入院料を算定した

　　　患者数を除いた数、②一般病床の障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟入院料・特殊疾患入院管理料を算定している患者数、が含まれる。

（注2）医療機能区分における「在宅医療等」には、①一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数、②療養病床入院患者のうち、医療区分１の患者数

　　　の70％、③現時点で訪問診療を受けている患者数（在宅患者訪問診療料を算定している患者数）、④老健施設の入所者数が含まれる。なお、2013

　　　年度の「在宅医療等」の数字についても、同様の扱いで推計したものとなっている。

（注3）「在宅医療等のうち訪問診療分」とは、レセプトデータにおいて、「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者以外」「在宅患者訪問診療料　同一建物居

　　　住者 特定施設等入居者」「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者 特定施設等以外入居者」のいずれかを算定したことのある患者数で、平成25年度

　　　の12カ月分を合計し、12で除して算出した二次医療圏別・性年齢階級別の受療率に二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計。

医療機能
医療需要

病床機能報告
2016.7.1 2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 26 88 93 94 94 90
急性期 795 332 357 370 373 360
回復期 249 314 456 473 478 461
慢性期 345 357 334 356 369 357

合計 1,415 1,091 1,240 1,293 1,314 1,268
（※）２０２５年以降の必要病床数の数字は「以上」を表す。

医療機能
必要病床数（床）

【図表６－２－１－３】仙南区域における病床機能報告結果と必要病床数（機能別）の見通し（2013-2040） 
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３ 達成に向けた取組の方向性等 

今後，需要が大きく増加することが見込まれる回復期病床の確保について，当区域の疾病構造の変化等も考慮

しながら，医療機関個々の取組とともに，医療機関相互の連携が重要になってきます。また，その他の３機能に

ついても，十分に活用できていない病床をどのように有効活用していくかという視点も重要になってきます。 

さらに，在宅医療等の需要が大幅に増加すると見込まれることから，病院・一般診療所はもちろん，歯科診療

所による在宅患者への口腔ケアや口腔機能管理の強化，２４時間対応型の保険薬局の充実，訪問看護ステーショ

ン等も交えた地域の実情に合った在宅医療のシステムづくり，住民への普及啓発及び医療従事者の確保に加え，

地域包括ケアシステムの構築も重要になってきます。 

これらの達成に向けて，次のような施策に取り組むことを検討していきます。 

 

（１）病床の機能分化・連携関係 

２（２）で示したように，２０２５年の機能別の必要病床数を，２０１３年度の換算必要病床数や病床機

能報告と比較してみると，今後は，特に回復期機能の充実が必要になると見込まれます。 

この達成に向け，地域医療構想調整会議等において，医療機関相互の議論を深めるとともに，当区域にお

ける在宅移行の困難さや地域包括ケアシステムの構築状況など地域の実情を踏まえながら，病床の機能分化

・連携を推進し，医療資源のより効果的，効率的な活用を進めていきます。 

 

（２）在宅医療の充実関係 

当区域では，在宅患者の病状急変時の対応について，区域内の病院が相互に連携して病床の確保や救急搬

送患者の受入れ等，在宅医療を行う診療所の医師等を支える体制づくりが進められているところです。 

今後は，訪問診療を含む在宅医療等の需要が更に増加すると見込まれることから，在宅療養支援診療所や

在宅療養支援病院等の一層の整備を図るとともに，診療所や歯科診療所，かかりつけ薬局，訪問看護ステー

ションなどの多職種・事業所と連携して，利用者が利用したい時に訪問診療や訪問看護等が提供できる体制

の充実を図ります。 

 

（３）その他地域医療構想の達成に向けて必要な取組 

病床機能のスムーズな転換や在宅医療の充実には，より高度な医療や在宅医療に対応できる人材の確保が

必要となってきます。一方で，当区域の人口１０万人当たり医療従事者数は，県内で最も少なく，看護職を

はじめ医療従事者の確保が喫緊の課題となっています。 

このため，医療従事者への研修の充実などにより，医療人材の資質の向上を図るほか，復職支援や勤務環

境改善など医療従事者の離職防止・定着促進に向けた取組を進めていきます。 
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第２節 仙台区域（仙台医療圏） 

 

１ 人口構造の変化の見通し 

 

 

 

● ２０２０年以降，総人口は減少に向かいますが，７５歳以上の人口は２０４０年まで増加が続き，２８万

３千人になると予測されます。 

 

２ ２０２５年の医療需要，必要病床数及び居宅等における医療の必要量 

 

（１）医療需要 

 

（注）「訪問診療」は，１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数      

 

（出典）国勢調査報告、日本の地域別将来推計人口 

（注）グラフ上部の数字は計（四捨五入のため計が一致しない場合がある） 

【図表６－２－２－２】仙台区域における機能別医療需要の見通し（2010-2040） 
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（人／日）
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慢性期

5,586 
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0
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（注）参照

訪問診療等を

除く在宅医療

等

訪問診療

【図表６－２－２－１】仙台区域の人口構造の見通し（2010-2040） 
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● ２０２５年の医療需要を２０１３年度と比較すると，各機能で１割ないし２割以上の増加が見込まれます。 

● ２０２５年の在宅医療等に係る需要を２０１３年度と比較すると，訪問診療（在宅患者訪問診療料算定患

者数）は５６％増加すると推計されます。また，訪問診療を除いた需要は４９％の増加が見込まれます。 

 

（２）必要病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２０２５年には「在宅医療等」で対応すると推計される医療需要 

 

 

● 前述の医療需要に係る２０２５年の必要病床数は，４機能合わせて１３，２０１床以上と推計されます。 

【図表６－２－２－３】仙台区域における病床機能報告結果と必要病床数（機能別）の見通し（2013-2040） 

（単位：人／日、（注3）を参照）

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 1,203 1,349 1,378 1,389 1,384

急性期 3,187 3,899 4,108 4,218 4,247

回復期 2,980 3,509 3,815 3,993 4,056

慢性期 1,837 2,304 2,547 2,688 2,729

計 9,207 11,061 11,848 12,288 12,416

在宅医療等 11,121 16,944 19,730 21,405 21,945
(再掲)うち訪問診療分 5,586 8,706 10,228 11,136 11,415

（※）2025年以降の在宅医療等の数字は「以内」を表す。

（注1）医療機能区分における「慢性期」には、①療養病床入院患者から、医療区分１の患者数の70％と回復期リハビリテーショ ン病棟入院料を算定した

　　　患者数を除いた数、②一般病床の障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟入院料・特殊疾患入院管理料を算定している患者数、が含まれる。

（注2）医療機能区分における「在宅医療等」には、①一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数、②療養病床入院患者のうち、医療区分１の患者数

　　　の70％、③現時点で訪問診療を受けている患者数（在宅患者訪問診療料を算定している患者数）、④老健施設の入所者数が含まれる。なお、2013

　　　年度の「在宅医療等」の数字についても、同様の扱いで推計したものとなっている。

（注3）「在宅医療等のうち訪問診療分」とは、レセプトデータにおいて、「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者以外」「在宅患者訪問診療料　同一建物居

　　　住者 特定施設等入居者」「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者 特定施設等以外入居者」のいずれかを算定したことのある患者数で、平成25年度

　　　の12カ月分を合計し、12で除して算出した二次医療圏別・性年齢階級別の受療率に二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計。

医療機能
医療需要

1,6762,230

1,996

2,505 2,769 2,922 2,966

1,178

3,311

3,899
4,239 4,437 4,507

7,187

4,086 4,999

5,267
5,408 5,445

2,528 1,604
1,798

1,838
1,852 1,846

無回答
123

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2016.7.1

病床機能報告

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

（床）

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

医療区分1の70％と

175点未満の計（※）

病床機能報告

2016.7.1 2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 2,528 1,604 1,798 1,838 1,852 1,846

急性期 7,187 4,086 4,999 5,267 5,408 5,445

回復期 1,178 3,311 3,899 4,239 4,437 4,507

慢性期 2,230 1,996 2,505 2,769 2,922 2,966

合計 13,123 10,997 13,201 14,113 14,619 14,764

（※）２０２５年以降の必要病床数の数字は「以上」を表す。

（注）「病床機能報告」欄の合計には，無回答の病床数（１２３床分）は含んでいない。

医療機能
必要病床数（床）
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３ 達成に向けた取組の方向性等 
今後，当区域は，全ての機能において大幅に需要が増加することが見込まれることから，病床機能の分化・連

携を推進し，更に効率化を図っていく必要があります。そのためにも，医療機関個々の取組とともに，医療機関

相互の連携がますます重要になってきます。 
さらに，在宅医療等の需要が大幅に増加すると見込まれることから，病院・一般診療所はもちろん，歯科診療

所による在宅患者への口腔ケアや口腔機能管理の強化，２４時間対応型の保険薬局の充実，訪問看護ステーショ

ン等も交えた地域の実情に合った在宅医療のシステムづくり，住民への普及啓発及び医療従事者の確保に加え，

地域包括ケアシステムの構築も重要になってきます。 
これらの達成に向けて，次のような施策に取り組むことを検討していきます。 

 

（１）病床の機能分化・連携関係 

二次医療圏間の入院患者の流出入について，回復期と慢性期はそれぞれの二次医療圏で完結させるという

基本的な考え方に立って，機能別の医療需要及び必要病床数を推計していることに加え，当区域は老年人口

が大幅に増加することから，今後は，ますます回復期機能の充実が必要になると見込まれます。 

こうした必要な病床機能の充実等を図るため，地域医療構想調整会議等において，病床機能報告等を活用

しながら，医療機関相互の認識の共有を図るとともに，当区域における地域包括ケアシステムの構築状況な

どの地域の実情を踏まえながら，医療資源のより効果的，効率的な活用を推進していきます。 

 

（２）在宅医療の充実関係 

当区域は，県内で最も医療需要が増加し，特に訪問診療を含む在宅医療等の需要は急激に増加すると見込

まれることから，在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院等の一層の整備を図るとともに，診療所や歯科診

療所，かかりつけ薬局，訪問看護ステーションなどの多職種・事業所との連携を深め，往診や訪問看護等が

２４時間提供できる体制の整備を進めていきます。 

 

（３）その他地域医療構想の達成に向けて必要な取組 

在宅医療の充実には，より高度な医療や在宅医療の従事に必要となる知識及び技能を持った人材の育成・

確保が重要です。また，こうした医療従事者のキャリア形成に加え，勤務環境に配慮しながら病床の機能転

換等に伴う人材の流動化を図っていくことも必要となってきます。 

このため，医療従事者への研修の充実などにより，医療人材の資質の向上を図るほか，勤務環境改善やナ

ースセンター機能の充実など医療従事者の離職防止・県内定着促進に向けた取組を進めていきます。 
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第３節 大崎・栗原区域（大崎・栗原医療圏） 

 

１ 人口構造の変化の見通し 

 

 

 

● 総人口は減少に向かいますが，７５歳以上の人口は２０３５年まで増加が続き，５万２千人になると予測

されます。 

 

２ ２０２５年の医療需要，必要病床数及び居宅等における医療の必要量 

 

（１）医療需要 

 
 

（注）「訪問診療」は，１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数      

【図表６－２－３－１】大崎・栗原区域の人口構造の見通し（2010-2040年） 

（出典）国勢調査報告、日本の地域別将来推計人口 

（注）グラフ上部の数字は計（四捨五入のため計が一致しない場合がある） 

【図表６－２－３－２】大崎・栗原区域における機能別医療需要の見通し（2010-2040年） 
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● ２０２５年の医療需要を２０１３年度と比較すると，高度急性期と急性期はほぼ横ばいですが，回復期は

１．２倍程度に増加すると推計されます。慢性期については，２７％の減少が見込まれます。 
● ２０２５年の在宅医療等に係る需要を２０１３年度と比較すると，訪問診療（在宅患者訪問診療料算定患

者数）は４％増加すると推計されます。また，訪問診療を除いた需要は８％の増加が見込まれます。 
 

（２）必要病床数 

 

※２０２５年には「在宅医療等」で対応すると推計される医療需要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 前述の医療需要に係る２０２５年の必要病床数は，４機能合わせて１，９０２床以上と推計されます。 

【図表６－２－３－３】大崎・栗原区域における病床機能報告結果と必要病床数（機能別）の見通し（2013-2040） 

（単位：人／日、（注3）を参照）

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 140 137 134 129 122

急性期 447 442 446 444 424

回復期 514 602 608 609 580

慢性期 614 446 460 470 440

計 1,715 1,627 1,648 1,652 1,566

在宅医療等 2,706 2,881 3,018 3,164 3,067
(再掲)うち訪問診療分 1,004 1,040 1,094 1,146 1,109

（※）2025年以降の在宅医療等の数字は「以内」を表す。

（注1）医療機能区分における「慢性期」には、①療養病床入院患者から、医療区分１の患者数の70％と回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した

　　　患者数を除いた数、②一般病床の障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟入院料・特殊疾患入院管理料を算定している患者数、が含まれる。

（注2）医療機能区分における「在宅医療等」には、①一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数、②療養病床入院患者のうち、医療区分１の患者数

　　　の70％、③現時点で訪問診療を受けている患者数（在宅患者訪問診療料を算定している患者数）、④老健施設の入所者数が含まれる。なお、2013

　　　年度の「在宅医療等」の数字についても、同様の扱いで推計したものとなっている。

（注3）「在宅医療等のうち訪問診療分」とは、レセプトデータにおいて、「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者以外」「在宅患者訪問診療料　同一建物居

　　　住者 特定施設等入居者」「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者 特定施設等以外入居者」のいずれかを算定したことのある患者数で、平成25年度

　　　の12カ月分を合計し、12で除して算出した二次医療圏別・性年齢階級別の受療率に二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計。
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（床）
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急性期

回復期

慢性期

医療区分1の70％と

175点未満の計（※）

病床機能報告

2016.7.1 2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 51 187 182 178 172 163

急性期 1,540 573 567 572 569 543

回復期 148 572 669 676 676 644

慢性期 733 668 484 500 511 478

合計 2,472 2,000 1,902 1,926 1,928 1,828

（※）２０２５年以降の必要病床数の数字は「以上」を表す。

（注）「病床機能報告」欄の合計には，無回答の病床数（３８床分）は含んでいない。
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３ 達成に向けた取組の方向性等 
今後，需要が大きく増加することが見込まれる回復期病床の確保について，医療機関個々の取組とともに，医

療機関相互の連携が重要になってきます。また，需要が大きく減少すると推計される慢性期病床の転換等に当た

っては，在宅医療等の整備状況を見ながら，地域に必要な医療が不足しないような対応が重要になってきます。 
さらに，在宅医療等の需要が大幅に増加すると見込まれることから，病院・一般診療所はもちろん，歯科診療

所による在宅患者への口腔ケアや口腔機能管理の強化，２４時間対応型の保険薬局の充実，訪問看護ステーショ

ン等も交えた地域の実情に合った在宅医療のシステムづくり，住民への普及啓発及び医療従事者の確保に加え，

地域包括ケアシステムの構築も重要になってきます。 
これらの達成に向けて，次のような施策に取り組むことを検討していきます。 

 
（１）病床の機能分化・連携関係 

２（２）で示したように，２０２５年の機能別の必要病床数を，２０１３年度の換算必要病床数や病床機

能報告と比較してみると，回復期機能の充実と慢性期機能の転換等が必要になると見込まれます。 
この達成に向け，地域医療構想調整会議等において，医療機関相互の議論を深めるとともに，当地区にお

ける在宅移行の困難さや地域包括システムの構築状況など地域の実情を踏まえながら，医療資源のより効果

的，効率的な活用を推進していきます。 

 

（２）在宅医療の充実関係 

当地区では，構想区域の面積が広く，訪問診療等の移動に時間を要するなどの地域の特徴を踏まえながら，

在宅医療の効果的な展開に向けた病院間連携体制の整備を図るとともに，病院や診療所，歯科診療所，かか

りつけ薬局，訪問看護ステーションなどの多職種・事業所と連携して，地域の実情に即した訪問診療や訪問

看護等が提供できる体制の整備を進めていきます。 

 

（３）その他地域医療構想の達成に向けて必要な取組 

病床機能のスムーズな転換や在宅医療の充実には，より高度な医療や在宅医療に対応できる人材の確保が

必要となってきます。一方で，当区域では看護職をはじめ医療従事者の不足が課題となっています。 

このため，医療従事者への研修の充実などにより，医療人材の質の向上や看護職員の養成体制の充実を図

るほか，復職支援や勤務環境改善など医療従事者の離職防止・定着促進に向けた取組を進めていきます。 
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第４節 石巻・登米・気仙沼区域（石巻・登米・気仙沼医療圏） 

 

１ 人口構造の変化の見通し 

 

 

 

 

● 総人口は減少に向かいますが，７５歳以上の人口は２０３０年まで増加が続き，６万９千人になると予測

されます。 

 

２ ２０２５年の医療需要，必要病床数及び居宅等における医療の必要量 

 

（１）医療需要 

 

（注）「訪問診療」は，１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数      

【図表６－２－４－１】石巻・登米・気仙沼区域の人口構造の見通し（2013-2040） 

（出典）国勢調査報告、日本の地域別将来推計人口 

（注）グラフ上部の数字は計（四捨五入のため計が一致しない場合がある） 

【図表６－２－４－２】石巻・登米・気仙沼区域における機能別医療需要の見通し（2013-2040） 
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● ２０２５年の医療需要を２０１３年度と比較すると，各機能において増加が見込まれます。具体的には，

高度急性期と急性期はやや増加し，回復期は１．３倍程度に，慢性期は１．７倍程度に増加すると推計さ

れます。 
● ２０２５年の在宅医療等に係る需要を２０１３年度と比較すると，訪問診療（在宅患者訪問診療料算定患

者数）は２０％増加すると推計されます。また，訪問診療を除いた需要も２０％の増加が見込まれます。 
 

（２）必要病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２０２５年には「在宅医療等」で対応すると推計される医療需要 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

● 前述の医療需要に係る２０２５年の必要病床数は，４機能合わせて２，４３８床以上と推計されます。 

【図表６－２－４－３】石巻・登米・気仙沼区域における病床機能報告結果と必要病床数（機能別）の見通し（2013-2040） 

（単位：人／日、（注3）を参照）

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 142 144 141 136 128

急性期 504 531 532 521 495

回復期 666 883 886 868 823

慢性期 315 537 551 551 525

計 1,627 2,095 2,110 2,076 1,971

在宅医療等 3,533 4,239 4,464 4,557 4,387
(再掲)うち訪問診療分 1,643 1,976 2,092 2,142 2,063

（※）2025年以降の在宅医療等の数字は「以内」を表す。

（注1）医療機能区分における「慢性期」には、①療養病床入院患者から、医療区分１の患者数の70％と回復期リハビリテーショ ン病棟入院料を算定した

　　　患者数を除いた数、②一般病床の障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟入院料・特殊疾患入院管理料を算定している患者数、が含まれる。

（注2）医療機能区分における「在宅医療等」には、①一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数、②療養病床入院患者のうち、医療区分１の患者数

　　　の70％、③現時点で訪問診療を受けている患者数（在宅患者訪問診療料を算定している患者数）、④老健施設の入所者数が含まれる。なお、2013

　　　年度の「在宅医療等」の数字についても、同様の扱いで推計したものとなっている。

（注3）「在宅医療等のうち訪問診療分」とは、レセプトデータにおいて、「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者以外」「在宅患者訪問診療料　同一建物居

　　　住者 特定施設等入居者」「在宅患者訪問診療料　同一建物居住者 特定施設等以外入居者」のいずれかを算定したことのある患者数で、平成25年度

　　　の12カ月分を合計し、12で除して算出した二次医療圏別・性年齢階級別の受療率に二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計。
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と175点未満の計（※）

病床機能報告

2016.7.1 2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 34 189 192 188 181 171

急性期 1,631 646 681 682 667 635

回復期 311 740 981 985 964 915

慢性期 488 343 584 599 598 570

合計 2,464 1,918 2,438 2,454 2,410 2,291
（※）２０２５年以降の必要病床数の数字は「以上」を表す。

（注）「病床機能報告」欄の合計には，無回答の病床数（１３６床分）及び保険診療を行っていない東北新生園分（２４４床分）は含んでいない。
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３ 達成に向けた取組の方向性等 
今後，需要が大きく増加することが見込まれる回復期と慢性期病床の確保について，医療機関個々の取組とと

もに，医療機関相互の連携が重要になってきます。 
さらに，在宅医療等の需要が大幅に増加すると見込まれることから，病院・一般診療所はもちろん，歯科診療

所による在宅患者への口腔ケアや口腔機能管理の強化，２４時間対応型の保険薬局の充実，訪問看護ステーショ

ン等も交えた地域の実情に合った在宅医療のシステムづくり，住民への普及啓発及び医療従事者の確保に加え，

地域包括ケアシステムの構築も重要になってきます。 
これらの達成に向けて，次のような施策に取り組むことを検討していきます。 

 

（１）病床の機能分化・連携関係 

２（２）で示したように，２０２５年の機能別の必要病床数を，２０１３年度の換算必要病床数や病床機

能報告と比較してみると，特に回復期機能と慢性期機能の充実が必要になると見込まれています。 

この達成に向け，地域医療構想調整会議等において，医療機関相互の議論を深めるとともに，当地区にお

ける在宅移行の困難さや地域包括ケアシステムの構築状況，復興の進捗具合など地域の実情を踏まえながら，

医療資源のより効果的，効率的な活用や医療従事者の確保に関する取組を推進していきます。 

 

（２）在宅医療の充実関係 

当区域では，診療所等による在宅医療の取組に加え，在宅患者の病状急変時の対応について，区域内の病

院が相互に連携して病床の確保や救急搬送患者の受入れ等，在宅医療を行う診療所の医師等を支える体制づ

くりが進められているところです。 

今後は，これまで以上に訪問診療を含む在宅医療等の需要が増加すると見込まれることから，区域内の各

地域の特徴を踏まえながら，在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院等の一層の整備を図るとともに，診療

所や歯科診療所，かかりつけ薬局，訪問看護ステーションなどの多職種・事業所と連携して，訪問診療や訪

問看護等が２４時間提供できる体制の整備を進めていきます。 

 

（３）その他地域医療構想の達成に向けて必要な取組 

病床機能のスムーズな転換や在宅医療の充実には，より高度な医療や在宅医療に対応できる人材の確保が

必要となってきます。一方で，当区域では看護職をはじめ医療従事者の不足が課題となっています。 

このため，医療従事者への研修の充実などにより，医療人材の質の向上や看護職員の養成体制の充実を図

るほか，復職支援や勤務環境改善など医療従事者の離職防止・定着促進に向けた取組を進めていきます。 
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第３章 地域医療構想の推進体制 

 

 

第１節 地域医療構想調整会議 

 

地域医療構想は，策定すること自体が目的ではなく，構想の実現に向けて２０２５年，さらにはそれ以降において

も，関係者や地域住民が継続して取り組んでいくための長期的な枠組みです。 

そのため，医療法において，都道府県は構想区域ごとに「地域医療構想調整会議」を設置し，関係者との連携を図

りつつ，将来の病床の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行う

ものとされています。 

本県においても，平成２９（２０１７）年６月に設置した「地域医療構想調整会議」を活用し，医療機関や関係者

と様々なデータを共有するとともに，地域にふさわしい医療提供体制の構築に向けた議論を深め，医療機関等の自主

的な取組を支援していきます。また，個々の病院及び診療所の病床の機能分化及び連携などについて，個別具体的な

議論を行う必要がある場合は，その当事者や利害関係者などに限った協議の場の設置について検討していきます。さ

らに，今後，地域の状況に応じて，特定の地域事情等への配慮が必要な場合の協議の在り方についても検討していき

ます。 

あわせて，厚生労働省の「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」等の動向も踏まえつつ，本県の地域

医療構想の実現に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６編　第３章　第１節　地域医療構想調整会議

228


